


（１）日　　時

（２）集合場所

７．代金の納入期限　　契約締結の日から起算して、２０日以内とします。

６．契約の締結期限　　令和７年１１月１２日（水）までとします。 　　　　　　　　分任契約担当官

　　　　　　　　　岩手南部森林管理署遠野支署長　　田村　喜信

　　ません。 　　　令和７年１０月６日

　　　　　宛　　名　　岩手南部森林管理署遠野支署長 　　　　　　　　問合せ先　ＴＥＬ ０１９８－６２－２６７０

（３）郵便入札の場合は、不落札の場合に直ちに行われる再度入札に参加でき

　　　　　郵便番号　　０２８－０５１５ 　　　　岩手南部森林管理署遠野支署

　　　　　住　　所　　岩手県遠野市東舘町７番３９号 　　　　　総務グループ経理担当又は業務グループ経営担当

　　必着とします。指定日時までに到着しない場合は無効となります。

（２）送付先は次のとおり 　　　岩手県遠野市東舘町７番３９号

　　写し又は最寄の森林管理局長発行の入札参加資格証明書を入れ、書留郵便 　　詳細は、東北森林管理局又は当署のホームページに掲載されているほか、下

　　又は配達証明郵便により令和７年１０月２３日（木）１７時００分までの 　記の担当へ問合せ願います。

（１）郵便入札によるときは、封筒を二重に使用し、内封筒には入札書、外封 　　この入札に参加する者は、「国有林野事業林産物売買契約約款」並びに入札

　　筒には「入札書在中」と朱書きし、資格付一般競争参加資格確認通知書の 　条件等を熟覧のうえ入札願います。

５．郵便入札 11．入札条件等

（３）引渡期間は代金納入の日又は延納担保提供の日から起算して１５日以内 載された金額に対する割合は、別紙「インボイス対象比率」のとおりになります。

    とします。 入札に際し注意願います。

（２）各物件の林齢は内部記録に基づき参考として表示したものであり、実際 ととし、契約締結後に交付することとします。なお、仕入税額控除の対象となる

    の林齢とは必ずしも合致しない場合がありますのでご承知おきください。 消費税額は、適格請求書発行事業者（課税事業者）の分のみとなり、入札書に記

（１）物件所在地、種類、樹種、数量、売払番号、搬出期間は、別紙公売物件 10.適格請求書（インボイス）の交付

　　明細書及び公売物件一覧表のとおりです。 　インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によるこ

　　　なお、分収造林契約の締結は、本入札の参加条件ではありません。

４．公売物件

３．現地案内 　　護義務の履行が確実であること等）を満たせば、分収造林契約を締結するこ

別紙＜立木現地案内＞のとおり
　　とが可能です。詳細については、岩手南部森林管理署遠野支署（経営・管理

　　等）担当にお問合せ下さい。

２．入札及び開札の場所　岩手南部森林管理署遠野支署会議室 （３）本入札の物件には、分収造林契約の候補地が含まれます。落札者が分収造

　　林契約を希望する場合、契約相手方の要件（分収造林地の造林、保育及び保

      　　　　　　　　 　　　 １０時３０分　締切　即時開札 （１）全物件に該当するものは、別紙特約条項のとおり。

（２) 個別物件に該当するものは、公売物件明細書のとおり。

１．入札及び開札の日時

      令和７年１０月２４日（金）１０時１５分　受付開始 ９．特約条項及び特記事項

【資格付き一般競争入札】 　　（ただし、分収対象者へ納付する分収代金は現納のみとし、延納は認めませ

　　ん。）

立 木 公 売 の 公 告
８．代金の延納期限

（１）延納期間は、法令の定める範囲内とします。 

（ 第 ５ 回 ）
（２）延納利息は、法令の定めにより１．７０％とします。

（３）延納担保の提供期間は、契約締結の日から起算して２０日以内とします。




























































